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(57)【要約】
【課題】海流の津軽海峡と、潮流では鳴門海峡での、高
い電力を得るため円筒本体に流れを効率よく導入する突
出部と、内部の円形と、排出口、により導入した海水を
回転させ、その中央に羽根を固着したタービン軸を回転
可能に内設することで高い電力が得られる。
【解決手段】円筒本体外壁に対面させる流れを内側に取
り入れる同じ突出部を両側の外壁に設け、その内側に案
内板と導入口を形成し、また円筒本体底部に排出口と下
方間隔をとって発電ケースに接続アームで円筒本体に連
結し一体的に設け、円筒本体内部中央に羽根を固着した
タービン軸を配置されるタービン軸下部が底部の排出口
を通し発電ケース上面に設けられる貫通孔手段を貫通さ
せたタービン軸が回転可能に設けられ、その貫通させた
タービン軸部と発電ケース内部に配置される発電モータ
ー軸部に変速連動手段を設けて連結されている、また発
電ケース外側周囲から複数の支持材を配置し装置全体を
支持するように設けてある海流潮流発電装置。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒本体は外壁に導入口と適合位置に排出口と内部に複数の羽根を固着したタービン軸
を有し、そのタービン軸部分に保持材による軸受けを有して備え、円筒本体外壁から複数
の接続アームで発電ケース外面に連結してその発電ケース内部に発電モーターを配置し円
筒本体と一体的に設け、前記タービン軸が貫通可能な貫通孔手段が発電ケース外面部に設
け、その内部に貫通させたタービン軸が回転可能に設けられるタービン軸部と前記配置さ
れた発電モーター軸部に変速連動手段を有して成る海流潮流発電装置。
【請求項２】
　円筒本体内部に、導入する海水を回転させる方向側である、外壁流れに対面させる部分
中央から片側端に海水導入口を設けられた請求項１に記載の海流潮流発電装置。
【請求項３】
　円筒本体外壁に、流れに対面させる外壁分周囲を突出させた内側、導入口に流れを案内
する斜め案内板を取り付けた、突出部を設けられる請求項１または２に記載の海流潮流発
電装置。
【請求項４】
　円筒本体外壁に、流れに対面させる一方の突出部に対照して、逆側の逆流に対面する外
壁部、周囲を突出させ内側斜め案内板と海水導入口がある逆側突出部を設けられた請求項
１あるいは２～３に記載の海流潮流発電装置。
【請求項５】
　円筒本体内部に導入される海水を排出できる排出口を、円筒本体底部に設けられた請求
項１に記載の海流潮流発電装置。
【請求項６】
　円筒本体外側周壁から複数の接続アームで下方間隔を有して発電ケース外側周壁に連結
し一体的に設けた請求項１に記載の海流潮流発電装置。
【請求項７】
　円筒本体内部中央に位置する複数の羽根が固着したタービン軸の上端が円筒本体頭部に
固着した保持材中央の軸受けに取り付ける一方下部が排出口を通し下方発電ケース上面部
分突出材中央の貫通孔手段を貫通して底面の係止部に軸下先端を係止させ、タービン軸が
回転自在にして設けた請求項１あるいは５～６記載の海流潮流発電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、海流または潮流において適する場所に設置するだけで電力を生み、海底ケー
ブルから電力会社、または企業、更に蓄電も可能である。
【背景技術】
【０００２】
　近年海流と朝流の流れをプロペラ型で受け、その羽根の角度で回転させ電力を得る方法
が多いが、羽根の前後の抵抗が大きいため、所望の発電量が得られない事態が生じていた
。
【０００３】
　従来においては、沈碇を海底に沈ませ、その頭部先端から鎮で海上の浮きに取り付けら
れ、その鎮途中横に別れ、横鎮先端に前方飛行翼を取り付けた発電機胴体と後方に発電機
回転プロペラが設けられ、また発電機胴下部に発電機方向だが設けられているとある。
【０００４】
　前記の装置に、流れを受けることで、翼と方向だにより本体の体勢と方向を整え後方の
プロペラによる発電機を回転させ電気を作る技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２００４－１０８３５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記した特許文献１に示す、海流力発電機飛行機型座イス、の場合、流れの強弱により
、本体の体勢が安定しない上、プロペラまでの抵抗と、プロペラ自体に抵抗があるため、
十分な電力を得ることは困難と思われる。
【０００７】
　本発明は如上のような従来存した諸事情に創出されたもので、円筒本体内部中央に位置
するタービン軸に連動されるもの以外は、円筒本体を含め全体が固定されていることから
流れに対して安定して機能できる。
【０００８】
　また、流れを効率よく円筒本体内部で回転させる方向側端から導入させ内部の円形壁と
底部頭部のどちらか一方または両方の排出口により、直進の流れを内部で回転され排出さ
れるので、その回転する海水の中央に位置する複数の羽根を固着したタービン軸は、回転
する海水力が羽根に十分に吸収されタービン軸を通して発電モーターに伝達され高い電力
が得られる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明である円筒本体は外壁に導入口と適合位置に排出口と内部に複数の羽根を固着し
たタービン軸を有し、そのタービン軸部分に保持材による軸受けを有して備え、円筒本体
外壁から複数の接続アームで発電ケース外面に連結してその内部に発電モーターを配置し
円筒本体と一体的に設け、前記タービン軸が貫通可能な貫通孔手段が発電ケース外面部に
設け、その内部に貫通させたタービン軸が回転可能に設けられるタービン軸部と、前記配
置された発電モーター軸部に、変速連動手段を有して上述した課題を解決。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、円筒本体外壁に流れに対面させる部分、円筒本体の約半面が対面するその周
囲を突出材で突出させたその元部が円筒本体に固着させた、突出部内側、縦の中央から片
側端に導入口が設けられた、逆部分その中央から突出部先端に斜めに案内板を固着して設
けることで、突出部内側に入る流れは案内板で導入口に案内され、より多く海水の導入が
されるので電力の効率化に繋がる。
【００１１】
　設置方法は流れに対して円筒本体の突出部先端の向きを十分に対面する位置に本発明の
発電装置を設置することで機能が発揮し効率よく高い電力が期待できる。
【００１２】
　本発明の設置場所は海流朝流の海底に発電装置全体を沈ませた状態で設置するか、また
は海面及び水面に装置頭部が突出しても流れの導入ができれば使用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】海流潮流発電装置の構成を示す斜視図である。
【図２】海流潮流発電装置の構成を示す断面図である。
【図３】海流潮流発電装置の構成を示す平断面図である。
【図４】一方向の流れだけに使用される発電装置の例を示す平断面図である。
【図５】海流潮流発電装置から突出部を除いて使用される例を示す平断面図である。
【図６】海流潮流発電装置からタービン軸と羽根を除いた一方の流れを円筒本体内部に導
入している海水の動き状態を示す平断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、図面を参照して本発明を実施するめの詳細に説明する。
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【００１５】
　本発明に係る海流朝流発電装置は、図１・図２・図３・示す。
円筒本体１は、内部１ａに導入される海水の回転させる方向側で、流れに対面する外壁部
中央から回転方向の片側端に海水導入口２を設けて、その導入口２を内側４にして、流れ
に対面する外壁部周囲を突出材Ｍで突出し元部を円筒本体１に固着し、突出材Ｍ内側４中
央の片側端に導入口２が位置する逆側中央から突出材Ｍ先端斜めに固着して案内板５を有
した突出部３が設けられる。
【００１６】
　この斜め案内板５と導入口２を内側４に有した突出部３は、一方の流れに対しては、図
４に示すように円筒本体１の流れに対面部分の一方側だけであっても限定はない。
【００１７】
　また、海流の一方の流れと、朝流の逆流になる場合でも、両方に対応して使用できる円
筒本体１は、外壁の一方側に有した突出部３の逆側に、対照する突出部３ａとその内側４
ａに、案内板５ａと導入口２ａを有して設けられる。
【００１８】
　また、導入される海水を排出できる排出口６を円筒本体１底部を縮小して設けることで
、導入口２の位置と、内部１ａの円形と、底部に排出口６があることで、導入される海水
は内部１ａで回転して排出される、がこの排出口６は円筒本体１頭部の両方に設けるか、
どちらか一方側でも内部１ａで回転はされるが、底部に排出口６を設けることが好適であ
る。
【００１９】
　また、円筒本体１の外周壁下部から複数の接続アーム９を有し、下方間隔を設け発電ケ
ース１０を有してその外周壁に連結して、発電ケース１０が設けられる。
【００２０】
　また、円筒本体１の頭部に蓋型保持材１ｂを固着し、保持材１ｂ中央に、ベアリングを
有した軸受け１７を取り付け、その軸受け１７に、円筒本体１中央に位置するタービン軸
７の上端を取り付け、タービン軸７下部を排出口６を通して備え、下方発電ケース１０の
上面位置に突部材１１を固着し、その突部材１１中央にタービン軸７が精密に貫通する縦
長の貫通孔手段１１ａを設け、その貫通孔手段１１ａ途中にグリス油室１２が設けられ、
このグリス油室１２から外側に通じてネジ山付き注入孔１２ａと、この注入孔１２ａに着
脱自在にするネジボルト１２ｂが設けられる。
【００２１】
　この貫通孔手段１１ａに、前記タービン軸７を内部１０ａに貫通させたタービン軸７ａ
先端が、発電ケース１０底面部に係止部１５を設け、その係止部１５に係止させたタービ
ン軸７は、部分が回転自在にできるよう取り付けられている、タービン軸７は、円筒本体
１内部１ａに位置して、周囲に複数の湾曲した縦型羽根８と８ａが取り付けられるが形状
は限定されない。
【００２２】
　また、発電ケース１０内部１０ａに、複数の発電モーター１３と、１４が配置して設け
られるが、一台でもよく限定はない、取り付け材１６と１６ａを有して配置した一方の発
電モーター１３の軸１３ａに変速歯車１３ｂが取り付けて設け、もう一方の発電モーター
１４の軸１４ａに変速歯車１４ｂが取り付けて設け、また前記内部１０ａに貫通させたタ
ービン軸７部分に、変速歯車７ｂと７ｃを取り付けて設け、その変速歯車７ｂと変速歯車
１３ｂが噛み合わせ、もう一方の変速歯車７ｃと１４ｂが噛み合うことで、タービン軸７
の回転が発電モーター１３と１４に変速連動され電気変換と電気系統を通して海底ケーブ
ル２１に伝達される。
【００２３】
　変速連動手段では、他に、チェーン式、またはベルト式方法でも可能である。
【００２４】
　また、発電ケース１０の外壁部分に開口２０の形成と、それに適合する蓋１９を設け、
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を複数のネジボルト１９ａで開閉自在に蓋１９が設けられる。
【００２５】
　発電ケース１０外側下部周囲に、支持材１８が四方、または八方に固着して外広がりに
伸ばし途中下向きに曲げて複数設けて一体とした円筒本体１と発電ケース１０を支持して
いる。
【００２６】
　構成において、円筒本体１を縦長にする場合の対応とする部分、タービン軸７部分の保
持材アーム１ｃによる軸受け１７ａを円筒本体１内部１ａに設けることは可能である、ま
た突出部３とその内側に位置する案内板５と導入口２の部分補強は可能である。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明は、海流潮流の流れのある場所の海底、または流れを導入できる場所であれば清
流や渓流に於いても、流れを導入する突出部を対面させる位置に置くだけで設置され、流
れのエネルギーを効率よく電力が得られることから、電力会社、企業または一般に対して
も利用される可能性は大である。
【符号の説明】
【００２８】
１　・・・　円筒本体　　　　　　　　　１４　・・・　発電モーター
１ａ・・・　円筒本体内部　　　　　　　１４ａ・・・　発電モーター軸
１ｂ・・・　保持材　　　　　　　　　　１４ｂ・・・　変速歯車
１ｃ・・・　保持アーム　　　　　　　　１５　・・・　係止部
２　・・・　導入口　　　　　　　　　　１６　・・・　取り付け材
２ａ・・・　逆側導入口　　　　　　　　１６ａ・・・　取り付け材
３　・・・　突出部　　　　　　　　　　１７　・・・　軸受け
３ａ・・・　逆側突出部　　　　　　　　１８　・・・　支持材
４　・・・　突出部内側　　　　　　　　１９　・・・　蓋
４ａ・・・　逆側突出部内側　　　　　　１９ａ・・・　ネジボルト
５　・・・　案内板　　　　　　　　　　２０　・・・　開口
５ａ・・・　逆側案内板　　　　　　　　２１　・・・　海底テーブル
６　・・・　排出口　　　　　　　　　　　Ｍ　・・・　突出材
７　・・・　タービン軸
７ａ・・・　タービン軸先端
７ｂ・・・　変速歯車
７ｃ・・・　変速歯車
８　・・・　羽根
８ａ・・・　羽根
９　・・・　接続アーム
１０・・・　発電ケース
１０ａ・・・発電ケース内部
１１・・・　突部材
１１ａ・・・貫通孔手段
１２・・・　グリス油室
１２ａ・・・注入孔
１３・・・　発電モーター
１３ａ・・・発電モーター軸
１３ｂ・・・変速歯車
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